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法人運営方針  

理念  

・私たちは、障がいのある方の権利擁護を第一に考え、希望が叶えられるよう支援

に努めます。  

・私たちは、障がいのある方の自己実現に向け、継続した支援と過程を大切にし、

希望ある未来を創造することを努めます。  

・私たちは、約束を守り、信頼が持てる法人・個人・事業所になるよう努めます。  

  

１．  法人・施設の運営方針  

Ⅰ  障害者多機能型事業所きらりの森の経営  

 

Ⅱ  指定相談支援事業所きらりの森の運営  

 

Ⅲ  障害者多機能型事業所ここいろの経営  

 

Ⅳ  就労定着支援事業ここいろの運営  

 

Ⅴ  共同住居の経営  ・地域生活を営む基盤を支えるための共同住居の運営  

 

Ⅵ  その他の事業  

・地域で生活する自信をつけ、仲間同士の支え合いを進めるためのピア活動の実施。 

・就労者の職場定着に向けた支援として、就労サロンの実施。  

・精神障がいにも対応した、地域包括ケアシステムへの取り組み。  

・情報提供や家族支援として、状況に応じた「家族のつどい」の実施。  

 

２．理事会・評議員会  開催予定  

  理事会   …  年 2 回、必要に応じて適宜開催。  

  評議員会  …  年 1 回の定時評議員会、必要に応じて適宜。  

 

３．監事監査の実施予定  

  ５月２０日に実施。  

 

４．その他  

  ・地域への啓発活動の実施。  

・町内活動をはじめとする地域活動への参加。  
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＜社会福祉事業＞ 

（１）事業実施について 

精神障がいのある方々の権利擁護及び社会参加を進めるための支援施設として、

障害者多機能型事業所きらりの森及び障害者多機能型事業所ここいろ、相談支援事

業所きらりの森、就労定着支援事業所ここいろの運営を行いました。 

 

（２） 職種別職員数  （ 2023年 4月 1日現在）  ※ 内（  ）は兼務 

職 種 
形態（人） 

常勤職員 パート等非常勤職員 合   計 

サービス管理責任者 ５  (３) ０  ５ (３) 

生活支援員 ８  (２) ７ (１) １５ (３) 

職業指導員 ０  ２ (２) ２ (２) 

就労支援員 ０  １ (１) １ (１) 

目標工賃達成指導員 １  ０    

就労定着支援員 ０  １ (１) １ (１) 

看護師 １  １  ２  

作業療法士 ０  １  １  

相談支援専門員 ４  (３)    ４ (３) 

調理員 ３  (３) ４ (４) ７ (７) 

事務員 ０  ２  ２  

運転手 ０  １  １  

合  計 １６ (５) １５ (４) ３１ (９) 

 

 

（３） 年間行事実施内容（各事業報告参照） 

【評価】 

・ 新型コロナウイルス感染拡大防止に努めつつ、計画していたレクリエーション

やイベントを可能な限り工夫して、できる限り実施しました。 

・ リモートや小規模への切り替えで、計画していた行事を実施することができま

した。 
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2022年度  年間行事（法人・外部）  
 

月  地域等行事  法人  外部会議・研修等  

4 月     

5 月   監事監査・理事会  ピアマネジャー連絡会  

6 月  桑原まちづくり協議会総会書面  定時評議員会  地域生活移行支援会議（久米地区） 

相談支援専門員等スキルアップ研修  

7 月    地域生活移行支援会議（味酒地区） 

相談支援部会  

ピアマネジャー連絡会  

相談支援専門員等スキルアップ研修（メール） 

8 月   虐待・身体拘束委員会  地域生活移行支援会議（久米地区） 

9 月   インターバル実地研修  

（２日間）  

地域生活移行支援会議（北条・堀江） 

ピアマネジャー連絡会  

相談支援専門員等スキルアップ研修（メール） 

精神保健福祉士協会全国大会（群馬） 

10 月  

町内地方祭   地域生活移行支援会議（久米）  

相談支援専門員等スキルアップ研修 

相談支援従事者現任研修（山口）  

精神保健福祉士協会中四国大会（山口） 

11 月  

こころの健康フォーラム   地域生活移行支援会議（久米）  

ピアマネジャー連絡会  

機能強化部会・地域移行小部会  

相談支援従事者現任研修（山口）  

相談支援専門員等スキルアップ研修  

12 月  

こころの健康フォーラム  理事会  地域生活移行支援会議（久米）  

防災士研修  

サービス管理責任者初任者研修  

相談支援従事者現任研修（山口）  

2023.

1 月  

  サービス管理責任者更新研修  

地域生活移行支援会議（久米）  

相談支援専門員等スキルアップ研修  

2 月  

こころの健康フォーラム   地域生活移行支援会議（久米）  

相談支援専門員等スキルアップ研修  

拠点等小部会  

3 月  

こころの健康フォーラム  理事会  

評議員会  

地域生活移行支援会議（久米）  

相談支援専門員等スキルアップ研修（メール） 

ピアサポーター養成研修会  

地域移行小部会  
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2022年度  年間行事予定表（事業所・合同）  

  

月  きらりの森  合同  ここいろ  

4 月  
 職員研修（外部） お花見ドライブ  

5 月  
バーベキューレク・映画レク  虐待研修  石手寺  

避難訓練  

6 月  
  あじさい見学  

7 月  
らーめんレク    

8 月  
   

9 月  
避難訓練   風鈴見学（高忍日賣神社）  

10 月  
家族の集い・レク  

実地指導（相談支援事業所） 

職員研修（外部） 集団指導（メール）  

11 月  

  口笛リモート見学会  

外出レク（紅葉狩り）  

避難訓練  

12 月  

職員面談  

クリスマス会・忘年会  

 職員面談  

クリスマス会  

感染予防研修  

2023.

1 月  

初詣   外出レク（プティパ）  

生活訓練説明会  

2 月  
バレンタイン・避難訓練  

口笛バザー  

 栄養に関する講習会  

3 月  

家族の集い・レク  

ホワイトデー  

 虐待防止研修  

避難訓練  

家族の集い   

 

（４）職員研修、防災訓練、健康管理、衛生管理等実施内容（各事業報告参照）  

【評価】  

・  健康管理については、利用者及びスタッフの日々の検温を行いました。  

・  職員については、健康診断を実施しました。  

・  外部講師を招いての面接技法に関する職員研修は、コロナ感染状況を踏まえ、

リモートで実施しました。  

・  各事業所で、年間２回ずつの避難訓練を行いました。  
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（5）職員会議  

 

（６）事故及び苦情報告  （リスク管理）  

支援内容及び自動車運転での事故、生産活動に伴う事故、苦情がありました

が、その都度職員全体で振り返りを行い、改善策を取ることで再発を防ぐよ

う努めています。  

 

①事故  （2023年3月31日まで）  

 

  

運営ミーティング（管理者、各事業主任による月1回のミーティング）  

4/18、5/9、6/13、7/13、8/9 、9/14、10/12、11/14、12/12 

1/18、2/6、3/13 

 ※リモートにて  

事業所ミーティング（各事業所の職員による月1回のミーティング）  

きらりの森  

4/25、5/23、6/27、7/25、8/23、9/26、

10/25、11/29、1/23、2/20、3/17 

ここいろ  

4/19、5/17、6/21、7/19、8/16、9/20、 

10/18、11/15、12/20、1/24、2/21、

3/14 

  
きらりの森  相談  ここいろ  

その他  

公益事業等  
合計  内容  

支援内容、  

ｻｰﾋﾞｽ提供について  
10  3 4 17 

昼食見守り不十分、  

服薬渡し忘れ、間違い  

利用者転倒、食事提供忘れ  

職員の態度や  

処遇について  
 1 3  4 

関係機関連絡忘れ、

面談失念  

送迎対応について  ３   2  5 
送迎抜け  

運転技術、  

交通安全について  
  4  4 

駐車時の車両の破損  

プログラム、  

生産活動について  
１   2  3 

昼食対応不足、  

商品の発注漏れ・破損  

利用料等  

金銭管理について  
２     2 

工賃明細書不備  

権利擁護、  

個人の尊厳について  
     

 

その他   1  1 2 
研修申込遅れ  

ネットバンキング手続き失念  

合計  １６  2 14 5 37 
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②苦情  （2023年3月31日まで）  

 

 

（７）その他（建物等修理・修繕の実施、設備・備品等の整備内容等）  

①障害者多機能型事業所きらりの森  

・  車両接触事故による車両の修繕  

・  消防設備点検（年２回６月、11月実施）  

・  階段昇降機点検（年１回  ９月実施）  

・  車検（４台実施）  

・  厨房排水溝点検及び清掃  

 

②障害者多機能型事業所ここいろ  

・  消防設備点検（年２回  ６月、１２月実施）  

・  エレベーター点検（年４回実施）  

・  浄化槽点検（年１回  １月実施）  

・  車検（４台予定のところ、１台廃車、３台実施）  

・  送迎用車両の購入（７月）

  
きらりの森  相談  ここいろ  

その他  

公益事業等  
合計  内容  

支援内容、  

ｻｰﾋﾞｽ提供について  
１     1 

入浴時の環境につ

いて  

職員の態度や  

処遇について  
２     2 

注文時の対応  

電話対応  

送迎対応について      ０  
 

運転技術、  

交通安全について  
    ０  

 

プログラム、  

生産活動について  
  1  1 

駐車中の車への接触  

利用料等  

金銭管理について  
    ０  

 

権利擁護、  

個人の尊厳について  
    ０  

 

その他      ０  
 

合計  ３  ０  1 ０  4 
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Ⅰ障害者多機能型事業所きらりの森 

2022 年度 就労継続支援事業Ｂ型事業 事業報告 

 

【基本方針】  

 ・利用者が安心して生活を送り、作業にやりがいを感じられるために、職員間で日々、

情報共有が出来る環境を作り、関係機関やご家族と連携を取りながら関わります。 

 ・利用者が中心となって商品開発・商品製造が行うことで、利用者の〝出来るように

なりたいこと〟〝やってみたいこと〟に挑戦出来るように支援します。 

 

【重点目標】 

  個別ケースの事例検討を行うことで、利用者の理解を深め、希望に添った支援を行

います。 

 

【具体的取り組みと評価】  

１．個別支援について 

・相談支援専門員、医療機関、ご家族等、連携を図れるようにしていきます。 

・日々の利用者の様子を振り返り、職員が同じ方向性で支援を行えるように、毎日ミー

ティングを行い、個別ケースについて検討する環境を作ります。 

➡ 個別支援について、毎月の状況報告だけではなく、必要時には医療機関や相談支援

員とも連絡を取り、ご家族とも情報共有することが出来ました。 

 

２．生産活動について 

・毎日、各部門で利用者中心とした朝の会を行っていきます。 

・配食部門では、お客様の声を聴きながら、栄養バランスを考えた食事提供をします。

製菓・喫茶部門では、より多くの方に「プティパ」を周知出来るように、SNS を利用

し、イベント時にはチラシの配布を行います。また、地域バザーへの参加や外部販売

にも力を入れていきます。 

定 員 1. ２０名 

開所日・時間 2. 月曜日から土曜日（日曜日定休）９：００～１６：００ 
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・年間平均工賃１４,５００円で、ボーナスの上乗せを考えます。 

➡ 生産活動について、イベント等の開催も緩和されたことにより、特別弁当の注文を

昨年度よりも多く受注することが出来ました。 

年間平均工賃１４,５００円の目標を掲げていましたが、個々によって作業時間の差が

あり、目標工賃額には届きませんでした。 

 

3. リスク管理  

利用者が安全に過ごせるよう、事故予防に努め、事故発生時の適切な対応及び再発防

止を行います。  

（１）利用者の心身の状況の情報収集を十分に行い、予測できる事故について未然に防

ぎます。  

（２）過去の事故をもとに、迅速かつ適切な対応ができるよう工夫します。 

（３）感染症予防の為、予防接種の声掛けを行い、必要時にはマスクの着用義務、施設

内の換気消毒を行い、感染予防の徹底をします。 

➡ 利用者の受け入れについては、今年度も関係機関の皆様のご協力もあり、予算通り

に運営することが出来ました。 

 

 

4. 職員研修等 

（１）面接技法、虐待防止研修、感染予防研修を実施し、業務の適正化及び、効率化に

努めます。   

➡ 計画通り実施することが出来ました。 
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【利用実績】 

＜利用者登録状況＞ （2023 年 3 月 31 日まで） 

 

 

  開所日数 登録者 新規登録者 終了者 月延利用人数 平均利用人数 

４月 ２６ ４５ ０ １ ５０３ １９．３ 

５月 ２６ ４４ ０ １ ４９１ １８．９ 

６月 ２６ ４３ ０ ０ ５１０ １９．６ 

７月 ２６ ４４ １ ０ ４８６ １８．７ 

８月 ２７ ４４ ０ １ ４８９ １８．１ 

９月 ２６ ４３ ０ １ ４６４ １７．８ 

10 月 ２６ ４５ 2 1 ５０３ １９．３ 

11 月 ２６ ４４ 1 1 ４９１ 1８．９ 

12 月 ２６ ４５ 1 0 ４８７ １８．７ 

2023.1 月 ２４ ４５ 0 0 ４４７ １８．６ 

2 月 ２４ ４５ 0 1 ４５１ １８．８ 

3 月 ２７ ４４ 0 0 ４９８ １８．４ 

合計 ３１０ ６２０ ５ 7 ５８２０ １８．７８ 
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2022 年度 自立訓練（生活訓練）事業 事業報告 

 

【基本方針】 

・一人暮らし、仕事、コミュニケーションが上手になりたい等の利用者さんの希望に応

じて、利用者さんと一緒に個別支援計画の作成を実施します。その計画に沿って、その

目標に達するために何が必要か一緒に考え、定期的に振り返りながら様々な練習を一緒

にしていきます。 

 

【重点目標】 

・個別ケースを大切にして、その方の取り巻く環境まで把握できるようにして、目標に

近づけるように支援します。また、ご家族や関係機関との連携を図ります。 

 

【具体的取り組みと評価】 

１．毎月の事例検討を実施します。 

 長期目標に向けて、「現在行っている短期目標にズレがないか」など、スタッフの関

わりのスキルを上げていけるようにします。 

➡ 毎月のミーティング時に担当者が考えている支援の方向性について、他事業の職員

を交えてケース検討を行いました。また、専門職団体によるスーパーバイズにも参

加し、資質の向上を図りました。 

 

２．報告・連絡・相談 

 日々の申し送りを確実に行いスタッフ間で情報の共有を行います。また、関係機関と

の連携を図ります。 

➡ 事業所内クラウドを活用し、日々の利用者の対応について共有することができまし

た。また、関係機関との連絡について、毎月の状況報告だけではなく、サビ管や管

理者からの声掛けを定期的に行い、情報共有できるように働きかけを行いました。 

 

  

定 員 １２名 

開所日・時間 月曜日から水曜日、土曜日（木・日曜日定休）９：００～１５：００ 
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３．計画的に取り組む 

 個別支援計画に基づいた支援、個々の課題に応じたプログラム内容、新規利用者獲得

の 3 点について、計画的に取り組みます。 

➡ プログラムについては、電車の乗り降りに自信がない方の支援として、自宅まで同

行し、自信に繋げられるように支援を行いました。また、新規利用者については、

上半期から引き続き下半期も営業を続け、３名の新規のご紹介を頂きました。しか

し、目標には達成することができず、次年度は生活訓練事業のニーズについて情報

整理を行い、ニーズに合った事業展開を検討していきます。 

 

４. リスク管理  

利用者が安全に過ごせるよう、事故予防に努め、事故発生時の適切な対応及び再発防

止を行います。  

（１）利用者の心身の状況の情報収集を十分に行い、予測できる事故について未然に防

ぎます。  

（２）過去の事故をもとに、迅速かつ適切な対応ができるよう工夫します。 

（３）感染症予防の為、予防接種の声掛けを行い、必要時にはマスクの着用義務、施設

内の定期的な換気消毒を行い、感染予防の徹底をします。 

➡ 事故によるけが、感染拡大を予防することができました。 

 

５. 職員研修等 

（１）面接技法、虐待防止研修、感染予防研修を実施し、業務の適正化及び、効率化に

努めます。 

➡ 計画通り実施することが出来ました。 
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【利用実績】 

＜利用者登録状況＞ （2023 年 3 月 31 日まで） 

 

 

  

  開所日数 登録者 新規登録者 終了者 月延利用人数 平均利用人数 

４月 ２３ １３ ０ ０ １１８ ５．１３ 

５月 ２２ １３ ０ ０ １１４ ５．１９ 

６月 ２１ １３ ０ ３ １０１ ４．８１ 

７月 ２２ １０ ０ １ １０２ ４．６４ 

８月 ２３ ９ １ ２ ６９ ３ 

９月 ２１ ９ １ ０ ６８ ３．２４ 

10 月 ２２ １０ １ 0 ７７ ３．５ 

11 月 ２２ １０ 0 0 ８１ ３．７ 

12 月 ２１ １２ ２ 0 ８０ ３．８ 

2023.1 月 ２０ １２ 0 １ ８３ ４．１５ 

2 月 ２０ １１ 0 0 ８２ ４．１ 

3 月 ２２ １１ 0 0 ８３ ３．８ 

合計 ２５９ １３３ ５ ７ １０５８ ４．０９ 
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Ⅱ 相談支援事業所きらりの森の運営 

2022 年度 指定相談支援事業所きらりの森 事業報告 

 

【基本方針】  

・「自分らしいあたりまえの生活の実現」を目指します。ニーズを満たすために、福祉

に限らず、医療や保健、仕事等についても広い視野を持って相談支援を行えるよう、

アセスメント力を高めます。 

・希望する生活の実現に向けた支援ができるよう、関係機関との連携をスムーズに行い

ます。 

・支援をしていく中で、地域の課題を感じ解決することができるよう、法人内部、外部

の支援者と協力し、解決に向けての方策を考える努力をします。 

 

【重点目標】 

・希望する生活の実現に向けた支援計画になっているかを確認しながら、モニタリング、

計画の作成を行います。 

・エンパワメントの視点を持ち、必要最少限のサービス提供とモニタリングの期間にな

っているかどうかの見直しをします。 

・年間を通した見通しを立て、毎月目標に沿ってモニタリングと予定の確認を行います。 

・年間計画を意識した運営を実施します。 

 

【具体的取り組みと評価】  

１． 一般相談支援事業として、社会資源を活用するための支援、地域移行支援、地域

定着支援、社会生活を高めるため専門機関の紹介等を実施します。 

年間に１名の方の地域移行を実現します。 

➡ 1 名 9 月の地域移行を目標としていたところ、10 月に 1 名グループホームへの退

院となりました。新規獲得は 1 件で、達成できました。コロナ禍の影響もあり、医療

機関から対象者が挙がってこないことは、継続した課題となっています。個別に募集

相談の活動を実施しています。 

 

２． 特定相談支援事業として、福祉サービスの利用援助、計画相談の実施をします。 

新規を 15 件受け入れします。 

➡ 今年度も、従事者１.3 名での運営をしています。毎月の更新とモニタリングにつ
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いては年間計画を確認しながら、計画的に実施しています。 

➡ 新規獲得については、受付相談があった方を受け入れています。年間予定の 15

名を事業所変更の依頼も含め契約できました。 

➡ 一方、終了者６名は、入院、死亡、就職によってサービス終了となりました。次

年度補充の受け入れをしていきます。 

 

３．事例検討（事業内、法人内外）の実施をして、質の向上とスキルアップに努めます。 

 また、松山市委託事業相談支援専門員等スキルアップ研修事業の企画をし、市内の相

談支援専門員等と協働して、質と技術の向上を目指します。 

➡ 昨年に続き、松山市における精神障がい者の地域移行支援に取り組む相談支援事

業所の資質の向上と今後の地域移行支援事業の推進に向けて「相談支援専門員等

スキルアップ研修」を松山市の委託を受けて実施しました。 

➡ 今年度も、県外講師を招いて、集合研修をコロナの感染予防のため、10 月に計画

しました。講義研修までに、9 名の参加者は、講師からの事前課題に取り組みま

した。当日は集合研修が実現し、８名の参加がありました。 

＜相談支援専門員等に向けた集合研修会＞ 

集合研修 10 月 20 日 9:30～16:30 

場所：松山市畑寺福祉センター  ２階 ふれあい交流室② 

対象者：一般相談支援事業所相談員 

テーマ：「面接の逐語録の検討と検討のための理論」 

講師：岩田泰夫 氏 

＜事例検討会＞    

 10 月の研修を受け、参加した相談員とともに 11 月より、５つの法人の相談支援事

業所から事例を提出していただき、４回（事例検討会）実施。 

実施月 11 月 24 日 12 月 22 日 １月 26 日 2 月 24 日 参加者延数 

参加者数 9 名 10 名 9 名 8 名 36 名 

【評価】 

  今年度は講師を招いての集合研修を実施することができ、自分だけでなく他の参

加者の事例の学びも通して、より実践的で内容の濃い研修となりました。事例検討の

定例会については、ZOOM 開催により移動時間の短縮ができるため、参加しやすいと

好評でした。逐語録を通して、日常の面接場面の振り返りをするとともに当事者を主

体とする支援について学ぶこと、また逐語録の振り返りを仲間と行うことで、他の相
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談員の面接や、支援を知ることで自身の新しい気づきを持つ機会に繋がっています。 

 

４．相談支援事業と関連の事業の報酬体系について把握して、支援が報酬で評価される

よう努めます。 

➡ 通常のモニタリング、更新だけでなく、担当者会議や集中加算、特別地域加算など、

該当するケースに適宜対応できるよう、記録の整備等行いました。 

 

５．運営の年間計画について、月次の振り返りをして、業務整理をします。 

➡毎月スケジュールを確認し、継続している支援と並行して、新規の受け入れやアセ

スメントの時間が取れるよう協力して業務を行うことができました。 

 

【利用実績】 

①  全体 

＜利用者登録状況＞ （2023 年 3 月 31 日まで） 

 

  

  登録者 新規登録者 終了者 新規・更新 モニタリング  

４月 57 2 1 ６ ３１  

５月 58 1 0 ４ ４１  

６月 62 4 0 ４ ３７  

７月 63 1 0 ２ ４１  

８月 63 1 1 １１ ３５  

９月 64 2 1 １ ３９  

10 月 65 1 0 ７ ３２  

11 月 66 2 1 １２ ４１  

12 月 66 1 1 １２ ３１  

2023.1 月 66 0 0 ５ ４１  

2 月 66 0 0 ２ ３９  

3 月 65 0 1 ９ ３８  

合計  １5 6 ７５ ４４６  

平均       ６.２５ ３7.1  
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②  一般相談（地域移行・地域定着） 

＜利用者登録状況＞ （2023 年 3 月 31 日まで） 

 地域移行 地域定着 

  登録者 新規登録者 終了者 登録者 新規登録者 終了者 

４月 1 0 0 11 0 1 

５月 2 1 0 10 0 0 

６月 2 0 0 10 0 0 

７月 2 0 0 10 0 0 

８月 2 0 0 10 0 0 

９月 2 0 0 10 0 0 

10 月 2 0 1 10 0 0 

11 月 1 0 0 11 1 0 

12 月 2 1 0 11 0 1 

2023.1 月 2 0 0 10 0 0 

2 月 2 0 0 10 0 0 

3 月 2 0 0 10 0 0 

合計 

 

2 1 

 

1 2 
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Ⅲ 障害者多機能型事業所ここいろの経営 

2022 年度 就労移行支援事業 事業報告 

 

【基本方針】  

・日々のメンバーとの関わりやスタッフ間、関係機関との連携を通じて、メンバー１人

１人のことを理解しながら、就職に向けての支援を行います。 

・メンバー自身が、一般企業で通用するための知識、技術、コミュニケーションを主体

的に身につけられるための支援を行います。 

・利用者募集の案内や広報等を継続的に行い、計画的に利用者を増やします。 

 

 

 

【重点目標】 年間平均利用者数：４．５名 

 ・生活面と就労面のアセスメントを行い、メンバーへの理解を深めます。 

 ・メンバー自身が、就労に向けての自分の課題に気づき、取り組めるプログラムを提

供します。 

 ・新規のメンバーを増やします。 

 

【具体的取り組みと評価】  

１．生活面全体のアセスメントと就労に関するアセスメントを行います。 

（１）担当者が、生活面全体と就労に関するアセスメントを行います。モニタリングの

タイミングで各アセスメントの更新を行います。 

➡ 利用者全員のアセスメント更新はできませんでしたが、新規利用の方のインテーク、

就職される方の再アセスメントはできました。日々の作業の分担を行う上で、それぞ

れの得意・不得意を共有するための就労アセスメントに取り掛かることができました。 

 

２．各作業のマニュアルを作成します。 

（１）マニュアルがない作業について、マニュアルを作成。一般就労を意識した作業へ

の取り組みができるようにします。 

➡ マニュアルを作成。加えて利用者が日々の作業で目標を達成できるよう、個別のチ

ェックリスト、作業スケジュールを作成し、実施と振り返りを行いました。 

 

３．職場でのマナーやコミュニケーションについて、利用者自身が自分の課題に気づけ

るためのプログラムを実施します。 

定 員 8 名 

開所日・時間 土曜日から木曜日（金曜日定休）９：００～１６：００ 
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（１）「挨拶の仕方」「報告・連絡・相談」等の基本を利用者と職員で確認できる掲示物

等を作成します。 

（２）利用者自身で仕事を振り返るための、自己チェック表を作成して、実施します。 

（３）就労移行ミーティングにて、メンバーの課題に対して、意図的なプログラムが実

施できているかを確認します。 

➡ プログラムや個別での振り返りを通じて、利用者が職場マナーやコミュニケーショ

ン等の課題に気づくための支援を実施しました。具体的には日々のミーティング内

で、利用者同士の意見交換や自分の考えや思いを話す機会を作りました。 

➡ 利用者が主体的に気づき、取り組むことを支援できるよう、スタッフ同士で、面接

場面の共有を行い、スタッフの意見の押し付けになっていないか等を確認しました。 

 

4．計画的に業務を進めます 

（１）2022 年度の年間・月間・日常業務表を 2021 年度中に作成し、修正、加筆しな

がら、計画的に業務を進めていきます。（モニタリングの日程等も組み込む） 

（２）利用者の就職までの支援スケジュールを組みます。支援の進捗や実習、就職活動

のタイミングが遅れないように調整します。 

➡ 業務表を作成し、利用者の支援の段階を確認し、就職のための見学や体験、実習を

行う時期などについて、確認を行っていきました。 

 

５．利用者を増やすための継続的な動きをします 

（１）１年間の利用者募集のスケジュールを作成して、実施します。 

（２）見学対応がタイムリーに実施できるよう、リモート見学やその後の調整に担当職

員全員が対応できるようにしていきます。 

➡ 上半期に３名の新規の利用者を増やすことができました。３名の内、２名は過去の

利用者募集案内や関係機関との交流がきっかけで、利用につながりました。下半期

も新規利用者を増やすことが出来ましたが、就職以外の理由での終了や体調不良等

により欠席が増えたことで、延べ利用者数を減らす結果となりました。 

➡ ２０２２年度は１名の方が就職されました。 

 

６．リスク管理 

利用者が安全に過ごせるよう、事故予防に努め、事故発生時の適切な対応及び再発防

止を行います。  

（１）清掃道具や調理道具等の使用について、正しい使い方ができているか確認します。 

（２）使用する道具を定期的に点検。厨房やカフェ等が衛生的に保てるようにします。 
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（３）事故等があった時には、状況に応じて受診等の対応を行います。  

（４）ヒヤリハットを細かく挙げて、早期の対応を行います。 

（５）感染症予防のため、予防接種の声掛けを行い、必要時にはマスクの着用義務、施

設内の喚起・消毒を行い、感染予防の徹底をします。 

➡ 大きな事故はなく、訓練を行うことができました。 

 

【利用実績】 

＜利用者登録状況＞ （2023 年 3 月 31 日まで） 

  開所日数 登録者 新規登録者 終了者 月延利用人数 平均利用人数 

４月 ２５ ５ ０ ０ ７９ ３.２ 

５月 ２７ ６ １ ０ １０２ ３.８ 

６月 ２６ ８ ２ ０ １１７ ４.５ 

７月 ２６ ８ ０ ０ １４７ ５.７ 

８月 ２６ ８ ０ ０ １４３ ５.５ 

９月 ２４ ９ １ ０ １３８ ５.８ 

10 月 ２７ ９ １ １ １５１ ５.６ 

11 月 ２６ ９ ０ １ １１０ ４.３ 

12 月 ２６ ８ ０ ０ ９４ ３.７ 

2023.1 月 ２４ ８ ０ ０ １０３ ４.２ 

2 月 ２４ ８ ０ ０ １０６ ４.４ 

3 月 ２６ ８ ０ ０ １０７ ４.１ 

合計 ３０７  ５ ２ １３９７ ４.５ 
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2022 年度 生活介護事業 事業報告 

                   

【基本方針】  

・病院で長く入院していた方が、地域で自分らしく、あたりまえの生活が送れるように、

柔軟に対応できる体制を整えます。 

・利用者の１日１日を大切にして、対等な立場で思いやりを持って接し、利用者の声に

誠実に耳を傾け、希望や想いをくみ取ります。 

・生産活動等を通して、その人の持っている力を活かしたり、メンバー同士で支えあっ

たりしながら、社会とのつながりを持ち、充実感のある生活が送れるよう支援します。 

・1 人 1 人の身体・精神の状況に合わせた支援を行います。日々の体調の変化に気を配

り、清潔を保ち、運動やストレッチによって体力を維持し、健康的な生活が送れるよ

うに支援します。 

定 員 32 名 

開所日・時間 土曜日から木曜日（金曜日定休）９：００～１６：００ 

 

【重点目標】  年間平均利用者数：16 名 

日々、利用者の意向や、心身の状態に沿った支援やプログラムの提供を行います。 

・ 各担当者やサービス管理責任者は、日頃から関係機関との連携を意識的に行います。 

・ 生活介護から次につなげる支援を行います。（就労継続 B 型や生活訓練等へのステ

ップアップ） 

・ ここカフェ作業や自主製品の開発など、利用者が生産活動に積極的に参加できるよ

うにします。 

・ 個別ケースについて、毎月のミーティングで検討しながら支援の質を高めます。 

 

【具体的取り組みと評価】  

１．利用者の意向や心身の状態に沿った支援やプログラム提供について 

（１）担当者が利用者のアセスメントを丁寧に行いながら、利用者の意向に沿った計画

的な支援（希望する就労に向けて、就労継続 B 型支援につなげるなど）を行いま

す。 

（２）担当者は、日々利用者の健康面や生活背景等の情報収集を行い、利用者が安心し

て通所できるよう支援します。 
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（３）担当者は、アセスメントやモニタリングなどから聴き取った本人の意向を、日々

のプログラムにて提供できるよう、事業所内での毎月のミーティング等で共有し、

翌月のプログラムに反映させます。 

➡ B 型への見学対応や生活訓練との交流会等を実施しました。７月以降は、生産活動

を休止するなど、メンバーの希望を反映したプログラムの実施があまりできません

でした。開所日を週５日に変更した１月以降は、外部でのレクリエーションや生産

活動など少しずつ、プログラムの質を上げることができました。 

 

２．関係機関との連携について 

（１）日々の関係機関との連絡について、担当者がきめ細かく実施できるよう、サービ

ス管理責任者と確認をしながら行い、連携の強化を図ります。 

（２）担当者が月１回相談支援専門員への報告書を作成し、サービス管理責任者が確認

して報告します。 

➡ 関係機関とは月１回の相談員への定期報告やその日の利用者の状態で気になるこ

とがあれば、関係機関に随時連絡する等、情報の共有を行うことができました。 

 

３．希望を元に、就労継続 B 型や生活訓練等につなぐ支援について 

（１）就労継続Ｂ型や生活訓練など、他の事業について見学会や交流会（リモートを活

用）を通して情報提供を行います。 

（２）日常の個別支援の中から利用者の得意なことや活躍の場をイメージし、生活介護

ミーティングの場で検討し、見学会や交流会を企画します。関係機関と連携して、

次のステップへの支援を行います。 

➡ B 型や生活訓練など次のサービスにつなぐため、それらの事業所利用者と交流会を

行いました。興味を持たれる利用者には、個別で希望の聞き取りを行い、見学等の

支援をしました。その他のプログラムでも利用者の興味を引き出せるよう、企画を

見直しました。 

 

４．利用者の生産活動への積極的な参加に向けて 

（１）月２回のここカフェミーティングを通して、利用者が主体的に活動に参加できる

よう工夫します。 

（２）パソコンの作業や、座ってできる作業を増やすなどの配慮をして、安心して生産
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活動に参加できる機会を作ります。 

（３）生産活動が魅力的なものとなり、参加の意欲が高まるよう、イベントや地域交流

などの活躍の場を作ります。 

➡ コロナの状況を考え、カフェの活動は引き続き休止し、感染リスクが低いハンバー

ガーの外販活動を行いました。しかし、職員の人員不足により、７月以降は、これ

らの支援を継続することが難しくなりました。 

➡ 支援の質を維持するため、２０２３年１月より、開所日を週６日（定休日：日）か

ら週５日（定休日：金、日）に変更しました。その後、職員の補充に伴い、３月に

は、外販活動の一部を再開することができました。 

 

５．支援の質を高めるミーティングについて 

（１）毎月のミーティングで、個別ケースの話し合いを持ち、各担当者が支援の質を高

められるようにします。 

（２）ケースの話し合いを通して、必要な支援内容をプログラムに柔軟に反映して、利

用者が自己表現できるような支援の在り方について検討します。 

➡ ミーティングは月２回実施し、利用者への個別支援や、今後のプログラムの内容に

ついての検討等を行いました。 

 

６．その他 

➡ 上半期は新規の利用者もあり、延べ利用者数を増やす事ができましたが、７月以降

は新たな見学の依頼を新規利用者につなげることができませんでした。１月より日

曜日が定休日になったことで、日曜日から別の曜日に振り替えをさせて頂いた方も

おられますが、そのまま利用回数を減った方もおられ、延べ利用者数を減らす結果

となりました。 
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【利用実績】 

＜利用者登録状況＞ （2023 年 3 月 31 日まで） 

 

 

 

 

 

 

 

  

  開所日数 登録者 新規登録者 終了者 月延利用人数 平均利用人数 

４月 ２５ ４４ １ １ ３６８ １４.７ 

５月 ２７ ４６ １ ０ ３８５ １４.２ 

６月 ２６ ４８ ２ １ ４０６ １５.６ 

７月 ２６ ４６ ０ ２ ４６０ １７.６ 

８月 ２６ ４５  ０ ２ ４３７ １６.８ 

９月 ２４ ４４ ０ １ ４２６ １７.７ 

10 月 ２７ ４４ ０ ０ ４７５ １７.５ 

11 月 ２６ ４４ ０ ０ ３９４ １５.１ 

12 月 ２６ ４３ ０ １ ３９０ １５.０ 

2023.1 月 ２０ ４４ １ ２ ３４７ １７.３ 

2 月 ２０ ４４ ０ ０ ３５９ １７.９ 

3 月 ２２ ４３ ０ １ ４０８ １８.５ 

合計 ２９５  ５ １１ ４，８５５ １６.４ 
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Ⅳ 就労定着支援事業ここいろの運営 

2022 年度 就労定着支援事業所ここいろ 事業報告 

 

【基本方針】  

 ・本人の生活歴や職歴、職場での関係、本人への今までの対応方法等を確認した上で、

本人への関わりを始めます。 

・仕事や生活に悩みや困りごとがあった時に、本人自身が主体的に解決できるように

支援を行います。 

 ・関係機関と連携して支援を行います。 

 

【重点目標】 

 利用者自身が、自分の仕事や生活の課題に気づき、解決して、希望する仕事を続けら

れるように支援します。 

 

【具体的取り組みと評価】  

１．就労の継続に必要なアセスメントの実施 

 担当者が生活歴や病歴、職歴等のアセスメントを踏まえて、面接時には現在の職場の作

業や人間関係等の状況、今後の希望などを書面化し、随時対応できるよう整理します。 

➡ 個別の状況に合わせた訪問や連絡、利用者の方からの相談に対して、適宜対応する

ことで、利用者の方の困りごとや悩みに対して、早期に気付き、対応方法を考える

ことができました。２０２２年度の利用者の方々全員、仕事を継続することができ

ています。 

➡ コロナの状況によって、訪問ができない場合があり、本人や会社への連絡を行って、

利用者の状況を確認して、継続した支援を行いました。 

 

２．月１回、就労定着ミーティングを実施 

各メンバーの支援状況の確認や各担当の業務の進捗状況の確認等を行います。 

➡ ミーティングでは、利用者の状況の共有や課題に対する支援の検討等を行いました。 

 

３．関係機関との連携。 

 月１回、相談支援専門員に利用の報告を行います。 

➡ 相談員に対して、月１回の報告や必要時に連絡等を行いました。 
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４．計画的に業務を進めます。 

 2022 年度の年間・月間・日常業務表を 2021 年度中に作成し、修正、加筆しながら、

計画的に業務を進めていきます。（モニタリングの日程も組み込む） 

➡ 業務表の作成を行いました。 

 

【利用実績】 

＜利用者登録状況＞ （2023 年 3 月 31 日まで） 

  登録者 新規登録者 終了者   

4 月 ６ ０ ０   

5 月 ６ ０ ０   

6 月 ７ １ ０   

7 月 ７ ０ ０   

8 月 ７ ０ ０   

９月 ７ ０ ０   

10 月 ７ ０ ０   

11 月 ７ ０ ０   

12 月 ７ ０ ０   

2023.1 月 ７ ０ ０   

2 月 ７ ０ 1   

3 月 ６ ０ ０   

合計  １ １   
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＜公益事業＞ 

（１）事業実施について 

個人の尊厳を保持しつつ、地域社会において自立した生活を営むことができ

るよう支援することなどを目的として、共同住居の運営およびピア活動、サロ

ン活動の運営を行いました。また、今年度も例年にひき続き松山市から「心の健

康フォーラム」の実施の委託を受けました。 

 

 

 共同住居の経営  

2022 年度 きらりの森共同住居 事業報告 

 

【基本方針】 

精神障がいのある方が、病院を退院し地域で生活するための住居を提供します。一緒

に暮らす仲間同士が、相互に見守り、近隣とのつながりや生活上のアドバイスを提供す

ることで、地域で生活する基盤づくりをサポートします。 

 

【対象者】定員４名 

・ 地域での生活を希望しており、保証人が不在等の理由により、物件の契約が難しい方 

・ 病状が安定をしており、医療機関で夜間・休日の緊急時支援を受けられる方 

・ 地域定着・地域移行を受けている、希望する方で、居宅介護等のサービスを利用する方 

・ 共同生活が送れる方 

 

【具体的な支援の内容】 

・ 居室の提供（トイレ、風呂、炊事場は共用） 

・ 洗濯機の使用、トイレットペーパー等生活消耗品の提供 

・ 週 3 回の夕食支援（火・木・土曜日） 

・ その他生活の基盤となる居室に関する困りごとへの対応 

 

【評価】 

・ 1 名の方が亡くなり、１室空き室となりました。 

・ ドアノブ、トイレタンクなど、不具合の相談に対応しています。 

・ 月 1 回、入居者とミーティングを行い、環境や体調などお互いに思っていることを

話す機会を持てました。 

・ 10 月末の契約更新を機に 1 室を解約。室内の美装、家具の撤去などを行いました。 

・ 勝山での運営は 2 名 1 室のみとなりましたが、今後の増室も踏まえ、共同住居のあ

り方の検討、必要としている対象者について情報収集を行いました。 
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Ⅵ その他の事業 

2022 年度 きらりの森地域生活支援 事業報告 

 

精神障がいのある方の地域生活が安心して継続し、より豊かな暮らしとなるよう、

普及啓発と交流活動の機会を支援します。 

 

【具体的取り組み】 

１．ピアサポート活動・サロン活動 

情報共有や相互サポート活動を行う機会を作って支援します。 

地域で生活する精神障がいのある人が、仲間や地域住民との交流を通じて不安や孤

独を解消し、生活を安心して継続できるよう支援します。 

 

２．普及啓発活動  

精神障がいのある人が、地域住民との相互理解を深める機会を作り、誰もが安心して

生活できる地域社会となるよう、松山市委託事業こころの健康フォーラムを当事者や関

係機関と協働して行います。 

 

【具体的取り組みと評価】 

① ピアサポート活動 

・ ピア活動を通じて、活動をされる方一人一人が自信を持つことができるよう支援を

していきます。 

・ 当事者の方が当事者の体験を通してできる支援をすることで、自信を持って生活で

きるよう、ピア活動の機会を作ります。 

・ 松山市ピアサポート事業についても、登録者が活動できるよう情報提供をしていきます。 

・ 法人内ピア活動として、事業所の見学や一般市民の方への普及啓発活動を一緒に考

えて活動します。 

・ 年に２回ピア活動をしている方の意見交換をする場を持って、活動の情報共有や、

意見交換をする場を持ちます。 

・ 法人内で連絡会を定期的に持ち、ピア活動について検討します。 

➡ 法人内の連絡会を奇数月に実施して、松山市のピア活動と２拠点での活動について

情報交換や、ピアの方の活動の機会について検討できる場を持ちました。 

➡ 昨年度作成したＤＶＤの活用について、事業所のことを入院中の患者様に観ていた

だけるように、チラシ等作成し関係機関へ配布しました。 
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② サロン活動 

・ 月に１回以上、場を提供し、座談会やレクリエーションを実施します。 

・ 情報交換や心配事などの共有を行い、一人で抱え込まないよう、話せる機会を提供

します。 

➡ 主に、地域で一般就労をしている当事者を対象に、月２回交流サロンを実施しまし

た。感染予防のため上半期はリモートを活用したところ、遠方でも時間の都合がつ

いて参加できる人がいる一方、スマートフォンがなくて参加できない人もいました。

１月からは集合して対面で実施することをはじめ、呼びかけも市内の相談員を通じ

て行ったところ、新しい参加者や、久々に参加できた人もいました。 

  

＜参加状況＞ （2023 年 3 月 31 日まで） 

  金曜日開催 日曜日開催 合計   

4 月 2 3 5   

5 月 3 4 7   

6 月 1 5 6   

7 月 2 4 6   

8 月 0 4 4   

９月 2 0 2   

10 月 1 4 5   

11 月 2 5 7   

12 月 0 1 1   

2023.1 月 1 1 2   

2 月 2 2 4   

3 月 4 2 6   

合計 20 35 55   
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③ 普及啓発活動（心の健康フォーラム） 

・ 今年度も松山市から委託を受け、心の健康フォーラムを実施しました。 

・ 今年度は、心の健康について知る機会を、ライフステージの早い段階で知ってもら

うことを目的として、若年層を中心とした一般市民を対象とし、桑原地区、久米地

区、北条地区にて実施しました。 

・ コロナ禍を機に採用し効果のあったリモートでの講座も含め、福祉系の高校の授業、

大学の講義という機会を活用することができました。 

・ 一方では、感染拡大が落ち着いたことで少人数での体験交流だけでなく、イベント

として多くの方に来場して頂くことができました。 

＜体験交流＞ 

・ 令和 4 年 8 月 24 日(水)・9 月 6 日(火) 13:30～15:00 

障害者多機能型事業所ここいろにて、久米中学校生徒 4 名と体験交流 

・ 令和 4 年 12 月 7 日(水) 11:20～13:30  

障害者多機能型事業所きらりにて、松山大学法学部生 4 名と体験交流 

・ 令和 5 年 2 月 25 日（土）10:30～11:45  

障害者多機能型事業所ここいろにて、久米中学校 PTA 親子 3 組 6 名と体験

交流 

・ 令和 5 年 3 月 25 日（土）10:30～11:45  

障害者多機能型事業所きらりの森及び畑寺福祉センターにて  

バザー、リモート講演を含む体験交流イベントを実施 

 

＜出前講座＞ 

・ 令和 4 年 12 月 9 日(金) 13:00～14:30 

就労継続 B 型事業所ひだま里が、北条高校へリモート講座 

・ 令和 4 年 12 月 16 日(金)  12:30～14:00 

障害者多機能型事業所きらりが、松山大学法学部へ出前講座 

・ 令和 4 年 12 月 20 日（火）12:30～14:00  

障害者多機能型事業所ここいろが、松山大学法学部へ出前講座 

 
























































































































































